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会長の報酬に関する規程 

 

 

平成１６年４月１日制定 

 

 

（目 的） 

第１条 この規程は、会長の報酬を定めることを目的とする。 

 

 

（報 酬）  

第２条 会長の報酬は、次に掲げる額とする。 

年額 １，４００，０００円 

２ その他、諸手当、退職金等は支給しない。 

 

 

 

附則 この規程は、平成１６年４月１日から施行する。 

附則 この規程は、平成１７年６月１日から施行する。 

附則 この規程は、平成１８年１月１日から施行する。 

附則 この規則は、平成２２年６月１日から施行する。 

附則 この規則は、平成２３年６月１日から施行する。 

附則 この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 



役員等で非常勤の者の費用弁償に関する規程 

 

 

（目 的） 

第１条 この規程は、社会福祉法人佐々町社会福祉協議会（以下「本会」という。）の定款第１０

条および第２５条の規定に基づき、役員等で非常勤の者の費用弁償に関し必要な事項を定める

ことを目的とする。 

 

（役員等） 

第２条 この規程において、役員等とは理事（会長を除く）・監事・評議員および各種委員をいう。 

 

（費用弁償） 

第３条 役員等には、本会の業務に関わる会議等への出席状況に応じて費用弁償として、別表の

とおり支給する。 

 

（支給方法) 

第４条 費用弁償は、通貨をもって本人に支給する。ただし、本人の指定する本人名義の金融機

関口座に振り込むことができる。 

２ 費用弁償は、法令等の定めるところにより控除すべき金額を控除して支給する。 

 

（旅 費） 

第５条 役員等が本会の業務のため旅行する時は、別に定める役職員等の旅費支給規程に基づき

旅費を支給する。 

 

（公 表） 

第６条 本会は、この規程をもって社会福祉法第５９条の２第１項第２号に定める報酬等の支給

の基準として公表するものとする。 

 

（改 廃） 

第７条 この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。 

 

（補 則） 

第８条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事会の決議を経て会長が別に定めるものとする。 

 

 

附 則 

この規程は、昭和 57年 4 月 1 日制定の全部を改正し、令和 6年 3月 1日から施行する。 
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別表（第 3条関係） 

〇費用弁償の額 

no 区 分 費用弁償の額（1回） 

1 理 事 ３，５００円 

2 監 事 ３，５００円 

3 評議員 ３，５００円 

4 各種委員 ３，５００円 

5 その他 ３，５００円 
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